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平成２４年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率 

に関する審査意見書の提出について 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第

１項の規定により、審査に付された平成２４年度決算に係る健全化判断比率及び

資金不足比率について審査しましたので、その結果について、次のとおり意見書

を提出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



平成２４年度 

栃木市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見 
 

第１ 審査の概要 

１ 審査の対象 

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（平成１９年法律第９４号）

（以下「法」という。）に定める、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質

公債費比率、将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）及び資金不

足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査した。 

  

２ 審査の期間 

平成２５年７月１０日から平成２５年８月１６日まで 

 

３ 審査の方法 

この審査は、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びに

その算定の基礎となる事項を記載した書類について審査した。 

審査に当たっては、 

（１）法令等に照らし財政指標の算出過程に誤りがないか 

（２）法令等に基づき適切な算出要素が財政指標の計算に用いられているか 

（３）財政指標の算定の基礎となった書類等が適正に作成されているか 

などに主眼を置き、決算諸表その他の帳簿及び証拠書類との照合を行うとと

もに、関係部局からの説明を聴取するなどの方法により審査を実施した。 

 

第２ 審査の結果 

 １ 計数について 

審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率の算定の基礎となる事

項を記載した書類は適正に作成されており、健全化判断比率及び資金不足比

率は誤りのないものと認められる。 

 

第３ 健全化判断比率の状況 

 １ 総合意見 

   法は、地方公共団体の財政状況を客観的に表し、財政の早期健全化や再生

の必要性を判断するための指標として、健全化判断比率及び資金不足比率を

定めている。 



   本市における平成２４年度の健全化判断比率は、表１のとおりであり、前

年度と比較して実質公債費率は０．６％、将来負担比率は３．２％減少して

いる。 

   また、平成２４年度の資金不足比率は、表２のとおりであり、いずれも資

金不足を生じていないため、該当なしとなっている。 

 

（表１）健全化判断比率の状況 

年度 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

２４ 
― 

（１１．７２％） 

― 

（１６．７２％） 

９．６％ 

（２５．０％） 

６６．４％ 

（３５０．０％） 

２３ 
― 

（１１．７１％） 

― 

（１６．７１％） 

１０．２％ 

（２５．０％） 

６９．６％ 

（３５０．０％） 

増減 ― ― △０．６ △３．２ 

（注）１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字が生じていない場合、「－」と記載 

   ２ （ ）の数値は、早期健全化基準（地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況

その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全

化を図るべき基準） 

 

（表２）資金不足比率の状況 

年度 水道企業会計 
下水道 

特別会計 

農業集落排水

特別会計 

医療福祉モール

特別会計 

中根産業団地

特別会計 

２４ 
― 

（２０．０％） 

― 

（２０．０％） 

― 

（２０．０％） 

― 

（２０．０％） 

― 

（２０．０％） 

２３ 
― 

（２０．０％） 

― 

（２０．０％） 

― 

（２０．０％） 

― 

（２０．０％） 

― 

（２０．０％） 

増減 ― ― ― ― ― 

（注）１ 資金不足が生じていない場合「－」と記載 

２ （ ）の数値は、経営健全化基準（地方公共団体が、自主的かつ計画的に公営

企業の経営の健全化を図るべき基準） 

 

２ 個別意見 

  (1) 実質赤字比率について 

    平成２４年度の実質赤字比率は、実質赤字額を生じていないため該当な

しとなっている。 



  (2) 連結実質赤字比率について 

    平成２４年度の連結実質赤字比率は、連結実質赤字額を生じていないた

め該当なしとなっている。 

  (3) 実質公債費比率について 

    平成２４年度の実質公債費比率は９．６％となっており、これは早期健

全化基準の２５．０％を下回っている。 

  (4) 将来負担比率について 

    平成２４年度の将来負担比率は６６．４％となっており、これは早期健

全化基準の３５０．０％を下回っている。 

  (5) 水道事業会計に係る資金不足比率について 

    平成２３年度の資金不足比率は、資金不足額を生じていないため該当な

しとなっている。 

  (6) 下水道特別会計に係る資金不足比率について 

    平成２４年度の資金不足比率は、資金不足額を生じていないため該当な

しとなっている。 

  (7) 農業集落排水特別会計に係る資金不足比率について 

    平成２４年度の資金不足比率は、資金不足額を生じていないため該当な

しとなっている。 

  (8) 医療福祉モール特別会計に係る資金不足比率について 

    平成２４年度の資金不足比率は、資金不足額を生じていないため該当な

しとなっている。 

 (9) 中根産業団地特別会計に係る資金不足比率について 

    平成２４年度の資金不足比率は、資金不足額を生じていないため該当な

しとなっている。 

 

３ 是正改善を要する事項 

   指摘すべき事項は特にない。 

 

４ 要望 

   本市の各指標の数値は法律で定める一定の基準以下であり、良好な状態に

あるといえるが、経済の停滞や市町合併等、本市財政を取り巻く環境は依然

厳しい状況が続くことが予想される。ついては、自主財源の根幹である市税

収入の確保に努め、財源の効率的かつ効果的な運用を徹底し、引き続き健全

な財政運営を維持されるよう要望する。 

 



〔参考〕 

ア 実質赤字比率 

  当該地方公共団体のいわゆる普通会計に相当する一般会計及び特別会計

（以下、「一般会計等」という。）を対象とした実質赤字の標準財政規模に対

する比率である。 

イ 連結実質赤字比率 

  当該地方公共団体の普通会計に相当する会計だけでなく、公営企業や国民

健康保険事業などの公営事業に係る特別会計も含め、当該団体のすべての会

計を対象とした実質赤字（法適用企業については、資金不足額）の標準財政

規模に対する比率であり、財政健全化法で新たに導入された指標である。 

ウ 実質公債費比率 

  一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対

する比率である。 

エ 将来負担比率 

  一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

であり、財政健全化法で新たに導入された指標である。 

オ 資金不足比率 

  公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率である。 

 


